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平成26年度｢過重労働解消キャンペーン｣における重点監督の実施結果 

～約半数の23事業場で違法な残業を摘発、月100時間を超える事業場は約３割～ 

 

滋賀労働局（局長 辻 知之）では、このたび、昨年 11 月に実施した「過重労働

解消キャンペーン」の期間中に、管内の労働基準監督署（大津、彦根、東近江）

が実施した重点監督の実施結果を取りまとめましたので、公表します。 
 

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等の発生のおそれのある事

業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が

疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数にあたる

23 事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認したため、それ

らの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行いました。 

 

≪重点監督実施結果のポイント≫ 
 
１ 重点監督の実施事業場：                  47 事業場 

このうち、37 事業場（全体の 78.7％）で労働基準関係法令違反あり。 
 
２ 主な違反内容［「１」のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］   

(1) 違法な時間外労働があったもの：                23 事業場（48.9％）  
   うち、時間外労働※１の実績が最も長い労働者の時間数が、 

月 100 時間を超えるもの   ：  ７事業場（30.4％） 
うち月 150 時間を超えるもの：  ２事業場（ 8.7％） 

 うち月 200 時間を超えるもの：   １事業場（ 4.3％）  
(2) 賃金不払残業があったもの：                     ７事業場（14.9％）  
(3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： １事業場（2.1％） 

 
３ 健康障害防止に係る主な指導の内容［「１」のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］   

(1) 過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：              27 事業場（57.4％）  
   うち、時間外労働を月 80 時間※２以内に削減するよう指導したもの：13 事業場（48.1％） 

 
(2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの： ４事業場（8.5％） 
 

 ※１  法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。  
 ※２  脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね 100 時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月

当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見
があるため。  

 

 滋賀労働局では、今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じ

ない場合には送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行っていき

ます。 

滋賀労働局労働基準部 

監 督 課 長 斉藤 将 

主任監察監督官 笠原 由紀 
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《労働基準監督官とは》 

労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づきあらゆる職場に立ち入り、法に定める基準を事業

主に守らせることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図り、また、不幸

にして労働災害にあわれた方に対する労災補償の業務を行うことを任務とする厚生労働省の専門

職員です。 

 平成 27年２月 24日現在、滋賀労働局および管内の労働基準監督署（大津、彦根、東近江）に 39

名の労働基準監督官が配置されています。 

 

《平成 27年度労働基準監督官採用試験について ～目指せ、監督官！～》 

 労働基準監督官は、今回の過重労働解消キャンペーンにおける重点監督をはじめ長時間・過重労

働、若者の使い捨て、労災事故、職業性疾病などの社会が解決を求めている問題に日々取り組んで

います。 

平成 27年度の労働基準監督官採用試験の概要は以下のとおりです。 
 
 受験資格 

 昭和 60年４月２日～平成６年４月１日生まれの者 

 平成６年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの 

①大学を卒業した者および平成 28年３月までに大学を卒業する見込みの者 

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者 

 試験の程度 大学卒業程度 

 インターネット受付期間：平成 27年４月１日（水）9：00～４月 13日（月） 受信有効 

 採用予定者数（全国） 

 労働基準監督Ａ（法文系） 約 160名  労働基準監督Ｂ（理工系） 約 40名 
  
詳細は以下のホームページをご覧ください。 

・人事院ホームページ（国家公務員試験採用情報ナビ）http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm 

・厚生労働省ホームページ（労働基準監督官採用試験情報）http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html 

 

【資料】 

 別添    監督指導事例 

 別紙    平成 26年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況 

 参考資料１ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 

 参考資料２ 過重労働による健康障害防止のための総合対策 

 参考資料３ 賃金不払残業総合対策要綱 

 参考資料４ 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針 

◎ 是正・改善指導の対象となった主な内容 

【事例１】 月 100 時間を超える違法な時間外労働（最も長い労働者は月 200 時間超）を行

わせ、かつ、社内規定で定めた長時間労働者に対する医師による面接指導の対象

基準に該当する者がいるにもかかわらず実施していなかったもの（製造業） 

【事例２】 最も長い労働者で月 100 時間を超える違法な時間外労働を行わせていたほか、

一般健康診断を実施していなかったもの（製造業）  

【事例３】 最も長い労働者で月 90時間を超える違法な時間外労働を行わせ、かつ、法定の

割増賃金が支払われていなかったもの（商業） 

【事例４】 「特別の事情」に該当しないにもかかわらず特別条項を適用して月 60時間まで

時間外労働を行わせ、かつ、一部に賃金不払残業が認められたもの（教育研究業） 

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html


事例１ 
（製造業） 

月100時間を超える違法な時間外労働（最も長い労働者は月200時間
超）を行わせ、かつ、社内規定で定めた長時間労働者に対する医師によ
る面接指導の対象基準に該当する者がいるにもかかわらず実施していな
かったもの 

 
 
 
１ 労働基準監督官が、タイムカード等の労働関係書類を確認したところ、36協定（労
使協定）の特別条項の上限時間である月90時間を超え、月100時間を超える違法な時
間外労働（最も長い労働者は月200時間超）が行われていた。 

  
 
 
 
 
 
２ 社内規定で定めた長時間労働に対する医師による面接指導の対象基準に該当する者
がいたが、当該面接指導が行われていなかった。 

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 

監 督 指 導 事 例 
（別添） 

監督署の対応 

①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告 
②特別条項付き36協定の適正な運用について指導 
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導 

監督署の対応 面接指導の実施について専用指導文書により指導 

事例2 
（製造業） 

最も長い労働者で月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていた
ほか、一般健康診断を実施していなかったもの 

 
 
 
１ 労働基準監督官が、タイムカード、自主申告等の労働関係書類を調査したところ、
ノルマ達成のため、年に３か月程度月45時間を超える時間外労働が、また、特定の業
務に従事する労働者1名について月100時間を超える時間外労働が、36協定の届出なく
行われていた。 

 
 
 
 
 
２ 年1回の定期的な健康診断が実施されていなかった。 
 
 
 

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 

監督署の対応 
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告 
②過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導 

監督署の対応 労働安全衛生法第66条・労働安全衛生規則第44条（定期健康診
断）違反を是正勧告 



事例3 
（商業） 

最も長い労働者で月90時間を超える違法な時間外労働を行わせ、か
つ、法定の割増賃金が支払われていなかったもの 

 
 
 
１ 労働基準監督官が、タイムカード等の労働関係書類を確認したところ、36協定の上
限時間である月45時間を超え、最も長い労働者で月90時間を超える時間外労働が行わ
れていた。 

 
 
 
 
２ 正社員については、１時間当たりの単価が一律の割増賃金しか支払われておらず、
パート・アルバイト労働者については、1日８時間を超える法定時間外労働について割
増賃金が支払われていなかった。また、正社員に対して休憩時間の把握がなされてい
なかった。 

 
 
 
 
３ 事業場の20代の労働者の3年以内の離職率は、約7割であった。 

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 

監督署の対応 
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告 
②過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導 

監督署の対応 
①労働基準法第37条（割増賃金）違反を是正勧告 
②労働時間（休憩時間）の適正な把握と賃金不払残業解消のため
実態調査を行うよう指導 

事例４ 
（教育研究業） 

「特別の事情」に該当しないにもかかわらず特別条項を適用して 
月60時間まで時間外労働を行わせ、かつ、一部に賃金不払残業が
認められたもの 

 
 
 
１ 当該事業場は、2交代の職場であるが、昼勤の終業時刻と夜勤の始業時刻までに一定
の空き時間があり、この時間を昼勤の時間外労働でつないでいることから「特別の事
情」なく、恒常的に36協定の上限時間月42時間を超え、特別条項を適用して月60時
間まで時間外労働が行われていた。 

 
 
 
 
 
２ 当該事業場は、始業・終業時刻をタイムカードに記録させていたが、現場管理者が
記入している時間外承認表の労働者の終業時刻・時間外労働時間数とタイムカードの
記録に乖離が認められた。また、早出出勤を行った業務について、その時間数が時間
外承認表に記載されておらず賃金不払残業が認められた。 

 
 
 
 
 

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 監督指導において把握した事実 と 監督署の指導 

監督署の対応 
①労働基準法第37条（割増賃金）違反を是正勧告 
②労働時間の適正な把握と賃金不払残業解消のための実態調査を
行うよう指導 

監督署の対応 
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告 
②特別条項付き36協定の適正な運用について指導 
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導 



 

平成 26年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況  

１ 法違反の状況（是正勧告書を交付したもの） 

○ 重点監督実施状況 

平成 26年度過重労働解消キャンペーン（平成 26年 11月）の間に、47 事業場に

対し重点監督を実施し、37 事業場（全体の 78.7％）で労働基準関係法令違反が認

められた。主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが 23 事業場、賃

金不払残業があったものが７事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施の

ものが１事業場であった。 
 

表１ 重点監督実施件数等 
 

重点監督実施 
事業場数 

労働基準関係法
令違反があった
事業場数 

（注１） 

主な違反事項 

労働時間 
（注２） 

賃金不払残業 
（注３） 

健康障害防止
対策（注４） 

合計 47 
 (100.0%) 

37 
 (78.7%) 

23 
 (48.9%) 

7 
(14.9%) 

1 
(2.1%) 

主
な
業
種 

製造業 21 
(44.7%) 

17 
（45.9％） 

8 1 1 

建設業 1 
(2.1%) 

0 
（0.0％） 

0 0 0 

運輸交通業 
1 

(2.1%) 
1 

（2.7％） 1 1 0 

商業 
7 

(14.9%) 
7 

（18.9％） 4 1 0 

映画演劇業 1 
(2.1%) 

1 
（2.7％） 

1 0 0 

教育・研究業 
3 

(6.4%) 
2 

（5.4％） 1 2 0 

保健衛生業 6 
(12.8%) 

6 
（16.2％） 

5 0 0 

接客娯楽業 1 
(2.1%) 

1 
（2.7％） 

1 1 0 

その他の事業 6 
(12.8%) 

2 
（5.4％） 

2 1 0 

（注１）括弧内は、37事業場を 100.0％とした場合の割合である。 

（注２）労働基準法第 32条違反〔36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を

行っているものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。 

（注３）労働基準法第 37条（割増賃金）違反のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。 

（注４）労働安全衛生法第 18 条違反〔衛生委員会を設置していないもの、設置しているが毎月１回以上開催していないもの

又は必要な事項について調査審議を行っていないもの。〕を計上している。 

※ 重点監督では、数多く寄せられた情報の中から、過重労働の問題があることについて、より

深刻・詳細な情報のあった事業場を優先して対象としているため、労働時間の違反のあった事

業場の比率が 48.9％（平成 25年の定期監督等における比率は 20.2％）と高くなっている。 
 

表２ 事業場の規模別の重点監督実施件数 

事業場の規模別の重点監督実施件数 

合計 １～９人 10～29人 30人～49人 50人～99人 100人～299人 300人以上 

47 ９ 
（19.1％） 

16 
（34.0％） 

８ 
（17.0％） 

７ 
（14.9％） 

３ 
（6.4％） 

４ 
（8.5％） 

 

表３ 企業規模別で見た場合の重点監督実施件数 

企業規模別で見た場合の重点監督実施件数 

合計 １～９人 10～29人 30人～49人 50人～99人 100人～299人 300人以上 

47 ３ 
（6.4％） 

６ 
（12.8％） 

５ 
（10.6％） 

７ 
（14.9％） 

11 
（23.4％） 

15 
（31.9％） 

 

（別紙） 

事項 

業種 



２ 健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの） 
 
⑴ 過重労働による健康障害防止のための指導状況 

重点監督実施事業場のうち 27 事業場に対して、長時間労働を行った労働者に

対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止

措置を講じるよう指導した。 
 
表４ 重点監督における過重労働による健康障害防止のための指導状況 

  

指導事業場数 

指導事項（注１） 

面接指導等の 
実施（注２） 

衛生委員会等に 
おける調査審議 
の実施（注３） 

月 45時間以内へ
の削減（注４） 

月 80時間以内へ
の削減（注５） 

面接指導等が実施 
できる仕組みの 
整備等（注６） 

27 ５ ９ 13 13 １ 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）２ないし６月で平均 80 時間を超える時間外労働を行っている労働者又は１月 100 時間を超える時間外労働を行ってい

る労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。 

（注３）「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時 50人以

上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時 50 人未満の労働者を使用する事業場

の場合には、労働安全衛生規則第 23 条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意

見を聴取することを指導した事業場数を計上している。 

（注４）時間外・休日労働時間を１か月当たり 45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、

講ずることとした方策の着実な実施に努めるよう指導した事業場数を計上している。 

（注５）時間外・休日労働時間を１か月当たり 80 時間以内とするための具体的方策を検討し、その結果、講ずることとした方

策を具体的な期限までに実施すること等を指導した事業場数を計上している。 

（注６）医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定め

ることなどを指導した事業場数を計上している。 

 

⑵ 労働時間適正把握に係る指導状況 

重点監督実施事業場のうち 4事業場に対して、労働時間の管理が不適正であ

るため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関する基準」（参考資料１参照）に適合するよう、労働時間を適正に

把握することなどを指導した。 

表５ 重点監督における労働時間適正把握に係る指導状況 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」

（参考資料１）のどの項目に基づくものであるかを示している。 

  

 

指導事業場数 

指導事項（注１） 

始業・終業時
刻の確認・記
録（基準２
(1)）（注２） 

自己申告制による場合 
管理者の責
務（基準２
(５)） 
（注２） 

労使協議組織
の活用（基準
２(６)） 
（注２） 

自己申告制の
説明（基準２
(3)ｱ）（注２） 

実態調査の実
施（基準２(3)
ｲ）（注２） 

適正な申告の阻
害要因の排除
（基準２(3)ｳ）

（注２） 

４ ２ １ ３ １ ０ ０ 



３ 重点監督において把握した実態 
 
○ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績 

違法な時間外労働があった 23事業場において、時間外・休日労働が最長の者

を確認したところ、７事業場で１か月 100 時間を、２事業場で１か月 150 時間

を、１事業場で１月 200時間を超えていた。 
 
表６ 違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の

者の実績 

１月当たり 
45時間以下 

１月当たり 
45時間超 
80時間以下 

１月当たり 
80時間超 

100時間以下 

１月当たり 
100時間超 

150時間以下 

１月当たり 
150時間超 

200時間以下 

１月当たり 
200時間超 

８ ７ １ ５ １ １ 

 



 

労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関する基準 
（平成 13 年 4月 6 日付け基発第 339 号） 

 
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等

について規定を設けていることから、使用者は、労働

時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理す

る責務を有していることは明らかである。 

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る

自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主的に申告

することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）

の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長

時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労

働時間を適切に管理していない状況もみられるとこ

ろである。 

こうした中で、中央労働基準審議会においても平成

１２年１１月３０日に「時間外・休日・深夜労働の割

増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の

規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終

業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当

然の前提としていることから、この前提を改めて明確

にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ず

べき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、

現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ず

ることが適当である。」との建議がなされたところで

ある。 

このため、本基準において、労働時間の適正な把握

のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかに

することにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、

もって労働基準法の遵守に資するものとする。  

 

１ 適用の範囲 
本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間

に係る規定が適用される全ての事業場とすること。 

 また、本基準に基づき使用者（使用者から労働時間

を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。）

が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、い

わゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用され

る労働者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし

労働時間制が適用される時間に限る。）を除くすべて

の者とすること。 

 なお、本基準の適用から除外する労働者についても、

健康確保を図る必要があることから、使用者において 

適正な労働時間管理を行う責務があること。  

 
２ 労働時間の適正な把握のために使用者が講
ずべき措置 
（１）始業・終業時刻の確認及び記録  

使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働

者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これ

を記録すること。  

 

（２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法  

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法

としては、原則として次のいずれかの方法によるこ

と。  

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記

録すること。  

イ タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を

基礎として確認し、記録すること。  

 

（３）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を

行う場合の措置  

  上記（２）の方法によることなく、自己申告制に

よりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措

置を講ずること。  

ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労

働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、

適正に自己申告を行うことなどについて十分な

説明を行うこと。  

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労

働時間と合致しているか否かについて、必要に応

じて実態調査を実施すること。  

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目

的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの

措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削

減のための社内通達や時間外労働手当の定額払

等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働

時間の適正な申告を阻害する要因となっていな

いかについて確認するとともに、当該要因となっ

ている場合においては、改善のための措置を講ず

ること。  

 

（４）労働時間の記録に関する書類の保存  

  労働時間の記録に関する書類について、労働基準

法第１０９条に基づき、３年間保存すること。  

 

（５）労働時間を管理する者の職務  

  事業場において労務管理を行う部署の責任者は、

当該事業場内における労働時間の適正な把握等労

働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時

間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。  

 

（６）労働時間短縮推進委員会等の活用  

  事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応

じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活

用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管

理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。  

(参考資料１) 



 

過重労働による健康障害防止のための総
合対策 
（平成 18 年３月 17 日付け基発第 0317008 号） 

 
１ 目的 

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたら

す最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾

患の発症との関連性が強いという医学的知見が得ら

れている。働くことにより労働者が健康を損なうよう

なことはあってはならないものであり、この医学的知

見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができ

ないような長時間にわたる過重労働を排除していく

とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないように

するため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施

することが重要である。 

このため、厚生労働省においては、平成１４年２月

から「過重労働による健康障害防止のための総合対

策」（以下「旧総合対策」という。）に基づき所要の

対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の

多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加

など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化し

ており、これに的確に対処するため、必要な施策を整

備充実する労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７

号）等の改正が行われたところである。 

本総合対策は、今回の労働安全衛生法等の改正の趣

旨を踏まえ、旧総合対策に基づく措置との整合性、一

貫性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措置（別添「過

重労働による健康障害を防止するため事業者が講ず

べき措置」をいう。以下同じ。）を定めるとともに、

当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、

指導等の所要の措置をとりまとめたものであり、これ

らにより過重労働による健康障害を防止することを

目的とするものである。 

 

２ 過重労働による健康障害を防止するため事業者

が講ずべき措置等の周知徹底 

都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、

監督指導、個別指導等のあらゆる機会を通じて、リー

フレット等を活用した周知を図るとともに、キャンペ

ーン月間の設定等により、事業者が講ずべき措置の内

容について、事業者に広く周知を図ることとする。 

なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等並

びに都道府県産業保健推進センター及び地域産業保

健センター等も活用することとする。 

併せて、過重労働による健康障害防止のための自主

的改善事業、平成１６年６月に公開した労働者の疲労

蓄積度自己診断チェックリスト等の活用促進のため

の周知も図ることとする。 

 

 

３ 過重労働による健康障害防止のための窓口指導

等 

（１）３６協定における時間外労働の限度時間に係る

指導の徹底 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３

６条に基づく協定（以下「３６協定」という。）

の届出に際しては、労働基準監督署の窓口にお

いて次のとおり指導を徹底する。 

（ア）「労働基準法第３６条第１項の協定で定め

る労働時間の延長の限度等に関する基準」

（平成１０年労働省告示第１５４号。以下

「限度基準」という。）に規定する限度時間

を超える３６協定については、限度時間を遵

守するよう指導を行う。特に、限度基準第３

条ただし書又は第４条に定める「特別の事

情」を定めた３６協定については、この「特

別の事情」が臨時的なものに限られるものと

するよう指導する。また、過重労働による健

康障害を防止する観点から、限度時間を超え

る一定の時間まで延長する労働時間をでき

る限り最小限のものとするようにリーフレ

ット等を活用し指導する。 

（イ）限度基準に適合し、月４５時間を超える時

間外労働を行わせることが可能である３６

協定であっても、実際の時間外労働について

は月４５時間以下とするようリーフレット

等を活用し指導する。 

（ウ）休日労働を行うことが可能な３６協定であ

っても、実際の休日労働をできる限り最小限

のものとするようリーフレット等を活用し

て指導する。 

イ 限度基準に規定する限度時間を超える３６

協定について、労働者代表からも事情を聴取し

た結果、労使当事者間の検討が十分尽くされて

いないと認められた場合などには、協定締結当

事者である労働者側に対しても必要な指導を

行う。 

（２）裁量労働制に係る周知指導 

裁量労働制に係る届出に際しては、労働基準

監督署の窓口において、リーフレット等を活用

して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導

する。 

（３）労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組

の促進に係る措置 

限度基準に規定する限度時間を超える時間

外労働を行わせることが可能な３６協定を締

結している事業場であって、労働時間等の設定

の改善に向けた労使による自主的取組の促進

を図ろうとするものに対し、都道府県労働局に

配置されている労働時間設定改善コンサルタ

(参考資料２) 



 

ントの活用が図られるよう措置する。 

 

４ 過重労働による健康障害防止のための監督指導

等 

時間外・休日労働時間（休憩時間を除き 1週間当た

り４０時間を超えて労働させた場合におけるその超

えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時間を超えて

いるおそれがある事業場に対しては、次のとおり指導

する。 

（１）産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び

活動状況並びに衛生委員会等の設置及び活動状

況を確認し、必要な指導を行う。 

（２）健康診断、健康診断結果についての医師からの

意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等の

実施状況について確認し、必要な指導を行う。 

（３）労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、

面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に

準ずる措置をいう。以下同じ。）及びその実施後

の措置等（別添の５の（２）のアに掲げる措置を

いう。）を実施するよう指導を行う。 

（４）（３）の面接指導等が円滑に実施されるよう、

手続等の整備（別添の５の（２）のイに掲げる措

置をいう。）の状況について確認し、必要な指導

を行う。 

（５）事業者が（３）の面接指導等（別添５の（２）

のアの（ア）の①から③までに掲げる措置に限

る。）に係る指導に従わない場合には、労働安全

衛生法第６６条第４項に基づき、当該面接指導等

の対象となる労働者に関する作業環境、労働時間、

深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断及び面

接指導の結果等を踏まえた労働衛生指導医の意

見を聴き、臨時の健康診断の実施を指示するとと

もに、厳正な指導を行う。 

（６）事業場が常時５０人未満の労働者を使用するも

のである場合であって、近隣に専門的知識を有す

る医師がいない等の理由により、事業者自ら医師

を選任し、面接指導を実施することが困難なとき

には、地域産業保健センターの活用が可能である

ことを教示する。 

（７）上記のほか、長時間労働の抑制を図るため、３

６協定により定められた延長することができる

時間を超えて時間外労働が行われている場合や

限度基準に適合していない場合などのほか、中小

事業主以外の事業主に係る労働基準法第 37 条第

１項ただし書に規定する割増賃金が支払われて

いないなどの場合には、必要な指導を行う。 

 

 

５ 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の

再発防止対策を徹底するための指導等 

（１）過重労働による業務上の疾病を発生させた事業

場に対する再発防止対策の徹底の指導 

過重労働による業務上の疾病を発生させた事

業場については、当該疾病の原因の究明及び再発

防止の措置を行うよう指導する。 

（２）司法処分を含めた厳正な対処 

過重労働による業務上の疾病を発生させた事

業場であって労働基準関係法令違反が認められ

るものについては、司法処分を含めて厳正に対処

する。 

 










